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�町長との語り合いの場
　『ふれあいトーク』
　５人～10人くらいのグループで
　開催日の10日前までに申込みを！

�出前講座（３６講座）
　『ほっと講座はぼろ』
　５人以上の団体やグループが
　主催する学習会等に町職員が
　講師として出向きます

�お問合せ・申込み先
　　企画課広報広聴係
　　　(内線252～254)

�ホタルの電話　�２－1310
　１人でなやんで自分をイジメないで
　かけてみよう『ホタルの電話』

羽幌町役場 �２－1211
■ インターネット
　ホームページアドレス
　http://www.town.haboro.hokkaido.jp/
　Ｅ- メールアドレス
　kikaku@town.haboro.hokkaido.jp
■ 町長室のメールアドレス
　sawayaka@town.haboro.hokkaido.jp
　　　　ご意見お待ちしています
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ウトウ（ウミスズメ科）
天売島での繁殖数約６０万羽

天売島はウトウの世界一の繁殖地で、その
壮観な夕景を観察できるのは世界でも
天売島だけです。
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　旧軍用けん銃は、形見や遺品であっても所持することはできません。
　また、古式銃（火なわ銃・ピン打ち銃・管打ち銃等）でも、現代実包を発射す
ることができるものは所持することができません。
　発見した場合は速やかに最寄りの警察に届け出てください。
　もし、そのままにしておくと犯罪に使用されたり、子ども達がもてあそんで事
件、事故につながるおそれがあり、大変危険です。
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　正当な理由なくけん銃を譲り受けたり所持したりすれば犯罪ですが、自発的に
捜査機関へけん銃を提出して申告した場合は、罪が軽減又は免除されます。
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　など、けん銃などに関する情報やご相談は、どんな些細なことでも最寄りの警

察署や交番、又はけん銃１１０番����������������にご連絡ください。
なくせじゅう
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　全国的にけん銃を使用
した殺人、強盗などの凶
悪事件や、暴力団などに
よる対立抗争事件が後を
絶たず、住民が巻き込ま
れる事件も数多く発生し
ています。
　また、最近ではイン
ターネットを利用した違
法銃器の売買が行われる
など、銃器の社会への浸
透が心配され、情勢は深
刻化しています。

旧軍用けん銃
（１４年式）
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　北海道の漁業は、海明けとともに各種漁船漁業とも活発になり、これに伴い漁船の衝突、転覆ある
いは海中転落などの海難の発生が心配されます。

　このような海難を未然に防ぐため、漁船や遊漁船などに乗る際には、海難事故に対し十分に注意し

て海難事故ゼロを目指してください。
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   全道の救難所員による技術競技、救助訓練、街頭行進が行われます。

  ■日時／６月２６日（水）午前９時
  ■場所／羽幌港

　電波の利用は、携帯電話の普及に代表されるように生活や様々な社
会経済活動にとって不可欠なものとなっており、急速に増大しており
ます。しかしながら、車輌に搭載された不法ＣＢ、不法アマチュア、不
法パーソナルと呼ばれる多くの不法無線局が、消防・救急無線、防災無
線等の重要無線通信に混信を与えたり、テレビやラジオに受信障害を
与えるなど社会的な問題を起こしています。
　このため、総務省では、広く国民に電波利用環境保護の大切さを訴え
るため、６月１日の「電波の日」から１０日間を「電波利用保護旬間」と
定め、電波利用に関する周知・啓発活動を全国的に展開しています。

■電波に関するお問合せは■

�北海道総合通信局
　受付時間８：３０～１７：００
　（土・日及び祝日は除く）
◎不法無線局、混信・妨害　　

011-737-0099
◎テレビ・ラジオの受信障害　

011-737-0033
◎電波利用料　　　　　　　　

011-709-6000
◎その他行政相談　　　　　　

011-709-3550
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